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川崎市国民保護計画 変更箇所一覧                                        

項目 現計

画で

の頁 

 

変更後 

 

変更前 

変更 

理由 

第１部 

第１章 

１ 第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等《危機管理本部》 第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等《危機管理室》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第１部 

第１章 

2 ※この計画において、各局室区、危機管理本部については、市

国民保護警戒本部体制又は市国民保護対策本部体制が設置され

た場合には、各部、各区本部、本部事務局に読み替える。 

 

※この計画において、各局室区、総務局危機管理室については、

市国民保護警戒本部体制又は市国民保護対策本部体制が設置

された場合には、各部、各区本部、本部事務局に読み替える。 

組織改正

に伴う 

変更 

第１部 

第２章 

6 第２章 国民保護措置に関する基本方針《危機管理本部》 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針《危機管理室》 組織改正

に伴う 

変更 

第１部 

第２章 

 

7 ９ 地域特性への配慮 

川崎市は、首都圏の中心部に位置し、東京都と横浜市の２

大都市に隣接した細長い地形であり、東京を中心とする多数

の幹線道路、鉄道路線が市域を横断している。このため、都

心へのアクセス環境の良さから、宅地開発が進み、人口密度

は１k ㎡当たり 10,680 人（令和 5 年 4 月 1日時点）と都市化

が進んだ過密都市となっている。 

 

９ 地域特性への配慮 

川崎市は、首都圏の中心部に位置し、東京都と横浜市の２

大都市に隣接した細長い地形であり、東京を中心とする多数

の幹線道路、鉄道路線が市域を横断している。このため、都

心へのアクセス環境の良さから、宅地開発が進み、人口密度

は１k ㎡当たり 10,033 人（平成 25 年 10 月 1 日時点）と都市

化が進んだ過密都市となっている。 

 

時点修正 

第１部 

第３章 

 

9 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等《危機管理本部》 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等《危機管理室》 組織改正

に伴う

変更 
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第１部 

第３章 

第３節 

11  ７ 関東農政局 

 （神奈川県拠点） 

 

７ 関東農政局 時点修正 

第１部 

第３章 

第５節 

13 ４ 電気事業者 

東京電力パワーグリッド㈱ 

（川崎支社） 

（削除） 

電源開発㈱ 

 

４ 電気事業者 

東京電力㈱ 

（川崎支社） 

（川崎支社高津営業センター） 

電源開発㈱ 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第１部 

第４章 

 

17 第４章 市の地理的、社会的特徴《危機管理本部》 第４章 市の地理的、社会的特徴《危機管理室》 組織改正

に伴う 

変更 

第１部 

第４章 

 

17 １ 地理的特徴 

（略） 

(3) 海岸線及び水路等 

（略） 

（削除）この地区は港湾機能の拡充を図りつつ、大規模

地震発生時に緊急物資を輸送する耐震強化岸壁の整備や

国による基幹的広域防災拠点の整備が行われた。 

 

１ 地理的特徴 

（略） 

(3) 海岸線及び水路等 

（略） 

近年この地区は港湾機能の拡充を図りつつ、大規模地震

発生時に緊急物資を輸送する耐震強化岸壁の整備や国に

よる基幹的広域防災拠点の整備が行われた。 

 

時点修正 

第１部 

第４章 

 

17 (4) 気象 

本市の年間の平均気温の平年値は１６度前後と温暖で

ある。横浜地方気象台の観測データでは、月平均気温の平

年値は１月の 6.1 度が最低値、８月の 27.0 度が最高値で

ある。 

(4) 気象 

本市の年間の平均気温の平年値は１６度前後と温暖で

ある。横浜地方気象台の観測データでは、月平均気温の平

年値は１月の 5.9 度が最低値、８月の 26.7 度が最高値で

ある。 

時点修正 
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年間降水量は、この 10 年は 1,100～1,600ｍｍとなって

いる。また、過去 10 年間（平成 24 年～令和 3年度）の市

内での１時間雨量 50ｍｍ以上の発生日数は平均２.９日発

生しており、最大１時間雨量は、麻生区の観測地において

106ｍｍを記録している。 

年間降水量は、この 10 年は 1,400～2,000ｍｍとなって

いる。また、過去 10 年間（平成 16 年～25 年度）の市内で

の１時間雨量 50ｍｍ以上の発生日数は平均２.５日発生し

ており、最大１時間雨量は、中原区及び高津区の観測地に

おいて 85ｍｍを記録している。 

第１部 

第４章 

 

18 ２ 社会的特徴 

(1) 人口及び人口分布 

  市の人口は1,541,640人（令和5年4月1日時点）、世帯数

は767,704世帯であり、市全体の人口密度は1ｋ㎡当たり

10,680人（面積144.35ｋ㎡）となる。人口密度を区別に

見ると、川崎区の5,727人・麻生区の7,816人以外の各区

はみな１万人を超え、政令指定都市では、大阪市に次ぐ

過密都市となっている。 

近年事業所の市域外への移転や、駅周辺の再開発等が

顕在化する中、その跡地を大規模集合住宅用地として再

開発することや、中・北部地域における宅地開発等によ

り、人口増加比率では政令市及び東京都区部の中では上

位に位置している。 

最新の国勢調査（令和2年）によると昼間人口比率は

87.3％であり、７区のうち川崎区については、昼間人口

が夜間人口を上回っている。また、年齢別に見ると、15

歳未満の人口は約18.9万人（約12％）で、中でも0歳から

4歳までの人口は約6.4万人（約5％）である。また、65歳

以上の人口は約30.1万人（約20％）である。 

 

２ 社会的特徴 

(1) 人口及び人口分布 

  市の人口は1,448,196人（平成25年10月1日時点）、世帯

数は678,310世帯であり、市全体の人口密度は1ｋ㎡当た

り10,033人（面積144.35ｋ㎡）となる。人口密度を区別

に見ると、川崎区の5,416人・麻生区の7,516人以外の各

区はみな１万人を超え、政令指定都市では、大阪市に次

ぐ過密都市となっている。 

近年事業所の市域外への移転や、駅周辺の再開発等が

顕在化する中、その跡地を大規模集合住宅用地として再

開発することや、中・北部地域における宅地開発等によ

り、人口増加比率では政令市及び東京都区部の中では上

位に位置している。 

最新の国勢調査（平成22年）によると昼間人口比率は

89.5％であり、７区のうち川崎区については、昼間人口

が夜間人口を上回っている。また、年齢別に見ると、15

歳未満の人口は約18.6万人（約13％）で、中でも0歳から

4歳までの人口は約6.7万人（約5％）である。また、65歳

以上の人口は約23.7万人（約17％）である。 

 

時点修正 
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第１部 

第４章 

 

18 (2) 土地 

最新の川崎市の土地利用現況（平成 27 年度調査結果）に

よれば、市域面積の 85.4％が都市的土地利用に供されてお

り、自然的土地利用は市域の 14.6％となっている。都市的

土地利用の内訳は、住宅系土地利用 34.0％、商業系土地利

用 5.0％、工業用地 11.0％となっている。 

   令和 3 年末現在の都市計画区域は、14,435ha で、このう

ち市街化区域は 12,728ha（88％）、市街化調整区域 1,707ha

（12％）となっている。 

 

(2) 土地 

最新の川崎市の土地利用現況（平成 22 年度調査結果）に

よれば、市域面積の 84.8％が都市的土地利用に供されてお

り、自然的土地利用は市域の 15.2％となっている。都市的

土地利用の内訳は、住宅系土地利用 32.9％、商業系土地利

用 4.3％、工業用地 11.2％となっている。 

   平成 21 年末現在の都市計画区域は、14,435ha で、この

うち市街化区域は 12,726ha（88％）、市街化調整区域

1,709ha（12％）となっている。 

 

時点修正 

第１部 

第４章 

 

18 (3) 交通 

  川崎市の鉄道網については、ＪＲ東海道線・京浜東北

線・横須賀線、京急本線、東急東横線・田園都市線、小

田急小田原線などの東京都心から放射状に広がり市内を

横断する鉄道路線と、ＪＲ南武線や京急大師線などの市

内や地域を縦断する鉄道路線により、本市の骨格となる

鉄道網が形成されている。 

平成28年３月には、ＪＲ南武支線小田栄駅が開業する

とともに、令和元年11月には、相鉄・ＪＲ直通線（西谷

駅～羽沢横浜国大駅～武蔵小杉駅）の開始、令和５年３

月には、相鉄・東急直通線（羽沢横浜国大駅～日吉駅）

の開始など利便性の向上等が図られている。 

 

 

 

 

(3) 交通 

川崎市は、東京都と横浜市の２大都市に隣接した細長

い地形のため、東京を中心とした放射状の交通網が多数

存在し、市域を横断している。それに比べて市の臨海部

と北西部丘陵地帯とを結び市域を縦貫する交通網は、

質、量ともに整備が遅れている。 

鉄道網については、JR、私鉄各線合わせて 15 路線あ

るが、そのうち市域を縦貫する旅客路線はJR 南武線だけ

である。また、市域を横断する私鉄各線は近年複々線化

や他の会社線からの相 互乗り入れ等が進み、近隣都市へ

の輸送力が増加している。とりわけ JR 横須賀線武蔵小

杉駅の開業により、JR 南武線から都心、成田空港、伊豆

方面への乗り換えが便利になるとともに、東急東横線、

目黒線との乗り換えもでき、市内の新たな交通拠点とし

て、利便性向上が図られている。 

 

時点修正 
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道路網については、自動車専用道路をはじめ、一般国

道６路線、県道主要地方道９路線、一般県道７路線、市

道があり、総延長は令和４年４月現在、約2,500キロメー

トルである。また、日常生活における安全、安心、快適

な交通環境に構築や防災機能の強化に向け、一般国道４

０９号や県道主要地方道世田谷町田等の整備を推進して

おり、現在、都市計画道路の整備率は約６９％となって

いる。 

  また、羽田空港が再拡張国際化され、令和4年3月に

は、川崎区殿町三丁目の殿町地区（キングスカイフロン

ト）と大田区羽田空港二丁目の羽田空港跡地地区（羽田

グローバルウイングズ）を結ぶ多摩川スカイブリッジが

開通した。 

 

道路網についても、市域を横断する国道、県道、自動

車専用道路などの９路線の主要幹線道路は、その大部分

が４車線以上に整備されているのに比べ、市域を縦貫す

る路線は、国道409 号～川崎府中線（府中街道）、鶴見溝

ノ口線～野川菅生線（尻手黒川線）、幸多摩線（多摩沿線 

道路）の３路線と少なく、整備が遅れている。これらの

状況緩和のため、平成8年3月にはJR 南武線の連続立体交

差事業（武蔵小杉～第三京浜道路交差部）が完了し、平

成14年4月には、東京湾横断道路（アクアライン）と接続

する川崎縦貫道路（Ⅰ期区間）のうち、川崎浮島ジャン

クション～殿町出入口までが開通、また平成22年10月に

は、殿町～大師ジャンクションまでが開通となった。 

  また、今後は羽田空港が再拡張国際化されたことか

ら、本市側（神奈川県側）からの新たな神奈川口開設へ

の調整に伴い、アクセス網の整備が必要とされる。 

 

第１部 

第４章 

19 (4) 都市構造 

ア 都市化・再開発 

    高度成長化の中、京浜工業地帯の中核として急成長

を遂げた本市であるが、近年多くの企業は輸送網が整

備され、地価・人件費等の比較的安価な地方都市及び

海外への移転、事業所の統廃合等を進め、市域からの

転出が続いていた。その結果、市内の主要駅周辺にお

いても跡地利用として、大規模集合住宅や大規模集客

施設が立ち並ぶこととなり、第三次産業の発展や鉄道

各線の輸送力の向上ともあいまって、（削除）人口の

(4) 都市構造 

ア 都市化・再開発 

    高度成長化の中、京浜工業地帯の中核として急成長

を遂げた本市であるが、近年多くの企業は輸送網が整

備され、地価・人件費等の比較的安価な地方都市及び

海外への移転、事業所の統廃合等を進め、市域からの

転出が続いていた。その結果、市内の主要駅周辺にお

いても跡地利用として、大規模集合住宅や大規模集客

施設が立ち並ぶこととなり、第三次産業の発展や鉄道

各線の輸送力の向上ともあいまって、顕著に人口の増

時点修正 
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増加が進んでいる。 

 イ 産業活動 

臨海部については、石油精製、化学、鉄鋼等の素材

産業やエネルギー、物流施設が集積して国内有数のコ

ンビナートを形成しているが、近年では、グローバル

化の進展や産業構造の変化等の影響により、産業の新

陳代謝も進んでおり、殿町国際戦略拠点「キングスカ

イフロント」が形成されるとともに、新たな産業創出

やカーボンニュートラル化に向けた取組などが加速し

ている。 

 

加が進んでいる。 

イ 産業活動 

臨海部については石油化学コンビナートを形成し重

化学工業が中心ではあるが、流通産業の大規模ターミ

ナルの建設など、産業構造の変革が見受けられる。今

後は、羽田空港の再拡張国際化等に伴い、ますます流

通産業のハブ都市としての発展も予想される。 

 

第１部 

第４章 

19 (5) 危険物等の集積施設等 

（略） 

同地区には令和3年貨物取扱量国内第10位の国際戦略港

湾「川崎港」があり、京浜港の一翼を担う国際貿易港、

国内輸送拠点港、京浜工業地帯の中核を成す工業港、エ

ネルギー関連産業が集積する拠点として、首都圏の産業

活動と住民生活を支える重要な役割を担っている。 

(5) 危険物等の集積施設等 

（略） 

同地区には平成 24 年貨物取扱量国内第８位の国際戦略

港湾「川崎港」があり、京浜港の一翼を担う国際貿易港、

国内輸送拠点港、京浜工業地帯の中核を成す工業港、エネ

ルギー関連産業が集積する拠点として、首都圏の産業活動

と住民生活を支える重要な役割を担っている。 

時点修正 

第１部 

第４章 

20  (7) 集客施設等 

  市域の集客施設等としては、正月初詣の参拝客で賑わ

う川崎大師平間寺や、Ｊリーグ川崎フロンターレのホー

ムスタジアムである等々力陸上競技場、ラゾーナ川崎プ

ラザ等の大型複合商業施設、ミューザ川崎シンフォニー

ホールやアートセンターなどの芸術・文化施設などがあ

り、市域の内外から多くの集客がある。 

(7) 集客施設等 

    市域の観光資源としては、正月初詣で例年３００万人

の参拝客で賑わい、全国でも常に上位に名を連ねる川崎

大師平間寺や、Ｊリーグ川崎フロンターレのホームグラ

ウンドである等々力競技場、ラゾーナ川崎プラザ等の大

型複合商業施設、ミューザ川崎シンフォニーホールやア

ートセンターなどの芸術・文化施設があり、市域の内外

から多くの集客がある。 

時点修正 
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第１部 

第５章 

21 第５章 市国民保護計画が対象とする事態《危機管理本部》 第５章 市国民保護計画が対象とする事態《危機管理室》 組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

23 第１章 組織・体制の整備等《危機管理本部・各局(室)区》 第１章 組織・体制の整備等《危機管理室・各局(室)区》 組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第１ 

23 １ 各局（室）区における平素の業務 

（略） 

  局（室）区名 主  な  業  務  の  内  容 

危機管理本部 ・ 国民の保護に関する総合調整に関すること 

・ 市国民保護協議会の運営に関すること 

・ 市国民保護計画に関すること 

・ 初動体制の整備に関すること 

・ 職員の参集基準の整備に関すること 

・ 通信体制（非常通信体制）の整備に関すること 

・ 情報収集・伝達・提供等の体制整備に関すること 

・ 関係機関（国、県、近隣する市区町村、協定市、指定公共機

関、指定地方公共機関及びその他の関係機関・団体等）との連

携体制の整備に関すること 

＿（削除）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿（削除）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・ 輸送対策の連携体制及び資機材の整備に関すること 

・ 国民の権利利益の救済に関する事務の整備に関すること 

・ 研修、訓練及び啓発に関すること 

・ 危機情報等の収集、分析、提供に関すること 

１ 各局（室）区における平素の業務 

（略） 

  局（室）区名 主  な  業  務  の  内  容 

総務局 

（危機管理室を含

む） 

・ 国民の保護に関する総合調整に関すること 

・ 市国民保護協議会の運営に関すること 

・ 市国民保護計画に関すること 

・ 初動体制の整備に関すること 

・ 職員の参集基準の整備に関すること 

・ 通信体制（非常通信体制）の整備に関すること 

・ 情報収集・伝達・提供等の体制整備に関すること 

・ 関係機関（国、県、近隣する市区町村、協定市、指定公共機

関、指定地方公共機関及びその他の関係機関・団体等）との連

携体制の整備に関すること 

・ 報道機関との連絡調整に関すること 

・ 国民保護に関する広聴に関すること 

・ 輸送対策の連携体制及び資機材の整備に関すること 

・ 国民の権利利益の救済に関する事務の整備に関すること 

・ 研修、訓練及び啓発に関すること 

・ 危機情報等の収集、分析、提供に関すること 

組織改正

に伴う 

変更 
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・ 特殊標章等の交付、管理に関すること 

・ 警報の伝達、避難の伝達、緊急通報に係る整備に関すること 

・ 避難・救援体制の整備に関すること 

・ 避難施設の指定に関すること 

・ 避難所及び地域防災拠点の整備に関すること 

・ 災害ボランティアとの連携に関すること 

・ 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

・ 安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

・ 市民の防災知識の普及及び防災力の向上に関すること 

・ 自主防災組織等の支援に関すること 

・ 物資・資器材〔他局に属さないもの〕の備蓄及び調達体制の

整備に関すること 

・ 装備・資器材の整備・調達に関すること 

・ 生活関連等施設の把握に関すること 

・ 生活関連等施設、危険物質等取扱所の情報に関すること 

・ 災害時要援護者に対する避難支援等の啓発・体制整備に関す

ること 

・ 事業所に対する自主防災体制の啓発に関すること 

・ 災害復興に関すること 

＿（削除）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿（削除）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

・ 他の局(室)区に属さない国民保護措置等に関すること  
 

・ 特殊標章等の交付、管理に関すること 

・ 警報の伝達、避難の伝達、緊急通報に係る整備に関すること 

・ 避難・救援体制の整備に関すること 

・ 避難施設の指定に関すること 

・ 避難所及び地域防災拠点の整備に関すること 

・ 災害ボランティアとの連携に関すること 

・ 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

・ 安否情報の収集・提供体制の整備に関すること 

・ 市民の防災知識の普及及び防災力の向上に関すること 

・ 自主防災組織等の支援に関すること 

・ 物資・資器材〔他局に属さないもの〕の備蓄及び調達体制の

整備に関すること 

・ 装備・資器材の整備・調達に関すること 

・ 生活関連等施設の把握に関すること 

・ 生活関連等施設、危険物質等取扱所の情報に関すること 

・ 災害時要援護者に対する避難支援等の啓発・体制整備に関す

ること 

・ 事業所に対する自主防災体制の啓発に関すること 

・ 災害復興に関すること 

・ 在日外国人団体との情報連絡及び調整に関すること 

・ 国際交流協会との連絡調整に関すること 

・ 他の局(室)区に属さない国民保護措置等に関すること  
 

第２部 

第１章 

第１ 

24 

 

（削除）＿  

総務企画局 ・ 報道機関との連絡調整に関すること 

・ 国民保護に関する広報・広聴に関すること 

・ 情報収集・伝達・提供等の体制整備に関すること 

 総合企画局 ・ 復興計画の総合調整に関すること  

 ・（新設） 

 

 
 

組織改正

に伴う 

変更 
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・ 在日外国人団体との情報連絡及び調整に関すること 

・ 復興計画の総合調整に関すること  
 

第２部 

第１章 

第１ 

24 市民文化局 ・ 在日外国人団体との情報連絡及び調整に関すること 

・ 国際交流協会との連絡調整に関すること  

・ 災害ボランティアとの連携に関すること 

経済労働局 （略） 

環境局 （略） 

健康福祉局 （略） 

こども未来局 ・ 乳幼児、青少年等の救護、安全確保及び支援に関すること 

・ 児童福祉施設等の保全に関すること 

 

市民・こども局 ・ 在日外国人団体との情報連絡及び調整に関すること 

・ 情報収集・伝達・提供等の体制整備に関すること 

・ 国民保護に関する広報に関すること 

・ 災害ボランティアとの連携に関すること 

こども本部 ・ 乳幼児、青少年等の救護、安全確保及び支援に関すること 

・ 児童福祉施設等の保全に関すること 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第１ 

25 臨海部国際戦略 

本部 

・ 所管施設の保全に関すること 

・  臨海部事業所等との連絡調整に関すること 

 

 （新設） 組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第１ 

27 ２ 市職員の体制《危機管理本部・各局(室)区》 

（略） 

ア 危機管理本部の体制 

危機管理本部においては、夜間、休日等における緊急事

態に備え、初動体制を迅速に確保するため、管理職等によ

る宿日直体制をとり、２４時間体制で情報の収集、伝達体

制の確保を図る。 

（略） 

２ 市職員の体制《危機管理室・各局(室)区》 

（略） 

ア 総務局危機管理室の体制 

危機管理室においては、夜間、休日等における緊急事態

に備え、初動体制を迅速に確保するため、危機管理室管理

職等による宿日直体制をとり、２４時間体制で情報の収

集、伝達体制の確保を図る。 

（略） 

組織改正

等に伴う 

変更 
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ウ 市庁舎の体制《総務企画局》 

市役所本庁舎（削除）・第３庁舎及び第４庁舎において

は、守衛（職員）及び警備員（委託職員）を配置し、２４

時間体制で庁舎の警備及び市民対応に当たる。 

武力攻撃事態等に関する情報を入手した場合は、直ちに

危機管理本部に連絡し、警備の強化を行うなど庁舎管理機

能の保全を図る。 

エ 区庁舎の体制《各区役所》 

各区役所においては、守衛（職員及び委託職員）を配置

し、２４時間体制で庁舎の警備及び市民対応に当たる。 

武力攻撃事態等に関する情報を入手した場合は、直ちに危

機管理本部に連絡し、警備の強化を行うなど区役所庁舎機能

の保全を図る。 

 

ウ 市庁舎の体制《総務局》 

市役所本庁舎・第２庁舎・第３庁舎及び第４庁舎におい

ては、守衛（職員）及び警備員（委託職員）を配置し、２

４時間体制で庁舎の警備及び市民対応に当たる。 

武力攻撃事態等に関する情報を入手した場合は、直ちに

危機管理室に連絡し、警備の強化を行うなど庁舎管理機能

の保全を図る。 

エ 区庁舎の体制《各区役所》 

各区役所においては、守衛（職員及び委託職員）を配置

し、２４時間体制で庁舎の警備及び市民対応に当たる。 

武力攻撃事態等に関する情報を入手した場合は、直ちに危

機管理室に連絡し、警備の強化を行うなど区役所庁舎機能の

保全を図る。 

 

時点修正 

 

 

 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

30 

 

 

 

第２ 関係機関との連携体制の整備 

（略） 

１ 基本的考え方《危機管理本部》 

（略） 

２ 国との連携《危機管理本部》 

（略） 

３ 県との連携《危機管理本部》 

（略） 

４ 他の自治体との連携《危機管理本部・消防局》 

（略） 

５ 指定公共機関、指定地方公共機関及び関係機関との連携 

《危機管理本部・健康福祉局・病院局・消防局》

第２ 関係機関との連携体制の整備 

（略） 

１ 基本的考え方《危機管理室》 

（略） 

２ 国との連携《危機管理室》 

（略） 

３ 県との連携《危機管理室》 

（略） 

４ 他の自治体との連携《危機管理室・消防局》 

（略） 

５ 指定公共機関、指定地方公共機関及び関係機関との連携

《危機管理室・健康福祉局・病院局・消防局》 

組織改正

に伴う 

変更 
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31 

（略） 

(1) 指定公共機関及び指定地方公共機関の連絡先の把握等 

《危機管理本部・関係各局(室)区》 

（略） 

(2) 医療機関との連携《健康福祉局・病院局・消防局》 

（略） 

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう、健康

安全研究所をはじめ、（公財）日本中毒情報センター、

国立感染症研究所等の専門的な知見を有する機関との連

携に努める。 

(3) 関係機関との協定の締結等《危機管理本部・関係各局

(室)区》 

 

（略） 

 (1) 指定公共機関及び指定地方公共機関の連絡先の把握等

《危機管理室・関係各局(室)区》 

（略） 

(2) 医療機関との連携《健康福祉局・病院局・消防局》 

（略） 

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう、健康

安全研究所をはじめ、（財）日本中毒情報センター、国

立感染症研究所等の専門的な知見を有する機関との連携

に努める。 

(3) 関係機関との協定の締結等《危機管理室・関係各局(室)

区》 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第２ 

31 ６ 自主防災組織等に対する支援 

《危機管理本部・総務企画局・市民文化局・健康福祉局・まちづ

くり局・消防局》 

(1) 自主防災組織等に対する支援《危機管理本部・消防局》 

（略） 

(2) 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援 

《危機管理本部・市民文化局・健康福祉局》 

 

６ 自主防災組織等に対する支援 

《危機管理室・総務局・市民・こども局・健康福祉局・まちづく

り局・消防局》 

(1) 自主防災組織等に対する支援《危機管理室・消防局》 

（略） 

 (2) 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援 

《危機管理室・市民・こども局・健康福祉局》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第３ 

 

31 

 

32 

 

 

第３ 通信の確保《危機管理本部》 

（略） 

１ 通信体制の整備《危機管理本部》 

（略） 

【本市の所有する通信網】 

第３ 通信の確保《危機管理室》 

（略） 

１ 通信体制の整備《危機管理室》 

（略） 

【本市の所有する通信網】 

組織改正

に伴う 

変更 
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33 

・ 防災行政無線 

（多重系・同報系・デジタル移動系（削除）） 

（略） 

・ 神奈川県防災行政通信網 

    （県防災行政通信網設備の活用） 

 

（略） 

【他の機関の所有する通信網との連携】 

（略） 

・ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス） 

（登録された利用者同士が交流できるｗｅｂサイト

のサービスを用いた情報配信） 

（略） 

・ タクシー無線 

（各社が保有するタクシー無線を活用〔(一社)神奈

川県タクシー協会川崎支部及び川崎個人タクシー

協同組合並びに川崎第１個人タクシー協同組

合〕） 

 

２ 実践的な通信訓練の実施《危機管理本部》 

（略） 

３ 非常時の通信体制の確保《危機管理本部》 

 

・ 防災行政無線 

（多重系・同報系・デジタル移動系・テレメータ系） 

（略） 

・ 神奈川県防災行政通信網及び災害情報管理システム 

    （県防災行政通信網設備及び県災害情報管理システ

ム専用端末の活用） 

（略） 

【他の機関の所有する通信網との連携】 

（略） 

・ Ｔｗｉｔｔｅｒ 

（Ｔｗｉｔｔｅｒ社の提供する情報サービスを用いた 

情報配信） 

（略） 

・ タクシー無線 

（各社が保有するタクシー無線を活用〔(社)神奈川県

タクシー協会川崎支部及び川崎個人タクシー協同

組合並びに川崎第１個人タクシー協同組合〕） 

 

 

２ 実践的な通信訓練の実施《危機管理室》 

（略） 

３ 非常時の通信体制の確保《危機管理室》 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第３ 

34 【川崎市の主な通信体制】 【川崎市の主な通信体制】 組織改正

に伴う 

変更 
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第２部 

第１章 

第３ 

34 【川崎市の主な通信体制】 

 

【川崎市の主な通信体制】 

 

時点修正 

第２部 

第１章 

第３ 

34 【川崎市の主な通信体制】 【川崎市の主な通信体制】 時点修正 



14 
 

  

第２部 

第１章 

第３ 

34 【川崎市の主な通信体制】 

 

【川崎市の主な通信体制】 

 

時点修正 



15 
 

 

第２部 

第１章 

第４ 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

（略） 

１ 基本的考え方《危機管理本部・消防局・関係各局(室)区》 

（略） 

(2) 体制の整備に当たっての留意事項《危機管理本部・消防

局》 

（略） 

(4) 定期的な体制の検証《危機管理本部》 

（略） 

２ 警報等の伝達に必要な準備《危機管理本部》 

(1) 警報の伝達体制の整備 

（略） 

イ 迅速かつ効果的な伝達体制 

警報の内容は、国、県からの通知に基づき、テレビ、

ラジオ等の放送事業者（指定公共機関）による緊急放送

が行われることとなっているが、市では、これと並行し

防災行政無線（同報系）による一斉放送をはじめ、イン

ターネット、電子メール、緊急速報メール、テレビ神奈

川データ放送、ケーブルテレビデータ放送、コミュニテ

ィＦＭ（かわさきＦＭ）、ＳＮＳ、広報車等あらゆる通

信手段を駆使して、通報、伝達、要請等の通信連絡を行

うものとする。 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

（略） 

１ 基本的考え方《危機管理室・消防局・関係各局(室)区》 

（略） 

(2) 体制の整備に当たっての留意事項《危機管理室・消防

局》 

（略） 

(4) 定期的な体制の検証《危機管理室》 

（略） 

２ 警報等の伝達に必要な準備《危機管理室》 

(1) 警報の伝達体制の整備 

（略） 

イ 迅速かつ効果的な伝達体制 

警報の内容は、国、県からの通知に基づき、テレビ、

ラジオ等の放送事業者（指定公共機関）による緊急放送

が行われることとなっているが、市では、これと並行し

防災行政無線（同報系）による一斉放送をはじめ、イン

ターネット、電子メール、緊急速報メール、テレビ神奈

川データ放送、ケーブルテレビデータ放送、コミュニテ

ィ－ＦＭ（かわさきＦＭ）、Ｔｗｉｔｔｅｒ、広報車等

あらゆる通信手段を駆使して、通報、伝達、要請等の通

信連絡を行うものとする。 

組織改正

に伴う 

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

時点修正 

第２部 

第１章 

第４ 

37 ４ 被災情報の収集、整理及び提供に必要な準備《危機管理本

部》 

４ 被災情報の収集、整理及び提供に必要な準備《危機管理

室》 

組織改正

に伴う 

変更 
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第２部 

第１章 

第６ 

38 第６ 研修及び訓練《危機管理本部・消防局》 

（略） 

１ 研修 

(1) 研修機関における研修の活用 

市は、国民保護の知識を有する職員を育成するため、消

防大学校、市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）、県

自治総合研修センター、（削除）県消防学校等の研修機関及

び市担当局からの依頼に基づく消防局による消防訓練所

等を利用しての研修等の研修課程を有効に活用し、職員の

研修機会を確保する。 

第６ 研修及び訓練《危機管理室・消防局》 

（略） 

１ 研修 

(1) 研修機関における研修の活用 

市は、国民保護の知識を有する職員を育成するため、消

防大学校、市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）、県

自治総合研修センター、市職員研修所、県消防学校等の研

修機関及び市担当局からの依頼に基づく消防局による消

防訓練所を利用しての研修等の研修課程を有効に活用し、

職員の研修機会を確保する。 

組織改正

に伴う 

変更 

第２部 

第１章 

第６ 

39 ２ 訓練 

（略） 

(3) 訓練に当たっての留意事項 

・ ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応

訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武

力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密集地を

含む様々な場所や想定で行う。 

   ・ 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用

が可能な項目については、国民保護措置についての

訓練と防災訓練とを有機的に連携させる。 

２ 訓練 

（略） 

(3) 訓練に当たっての留意事項 

  （新設） 

 

 

 

・ 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用

が可能な項目については、国民保護措置についての

訓練と防災訓練とを有機的に連携させる。 

県の計画

変更を受

けた変更 
 

第２部 

第２章 

 

41 

 

42 

 

 

 

１ 避難に関する基本的事項《危機管理本部》 

（略） 

(2) 近隣の自治体との連携の確保《危機管理本部・消防局》 

（略） 

(3) 災害時要援護者への配慮《市民文化局・こども未来局・

健康福祉局・各区役所》 

１ 避難に関する基本的事項《危機管理室》 

（略） 

(2) 近隣の自治体との連携の確保《危機管理室・消防局》 

（略） 

(3) 災害時要援護者への配慮《総務局・健康福祉局・各区役

所》 

組織改正

に伴う 

変更 
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43 

（略） 

(4) 民間事業者からの協力の確保《危機管理本部》 

（略） 

(5) 学校や事業所との連携《危機管理本部・教育委員会》 

（略） 

(6) 大規模集客施設及び大規模集合住宅等との連携《危機管

理本部・消防局》 

（略） 

２ 避難実施要領のパターンの作成《危機管理本部・各区役

所》 

（略） 

３ 救援に関する基本的事項《関係各局(室)区》 

(1) 救援に関する基礎的資料の準備 

（略） 

ア 物資《危機管理本部》 

・ 備蓄場所、備蓄物資等 

（略） 

(2) 県との調整《危機管理本部》 

（略） 

(5) 電気通信事業者との調整《危機管理本部》 

（略） 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等《危機管理本部・

港湾局・交通局》 

（略） 

（略） 

(4) 民間事業者からの協力の確保《危機管理室》 

（略） 

(5) 学校や事業所との連携《危機管理室・教育委員会》 

（略） 

(6) 大規模集客施設及び大規模集合住宅等との連携《危機管

理室・消防局》 

（略） 

２ 避難実施要領のパターンの作成《危機管理室・各区役所》 

（略） 

 

３ 救援に関する基本的事項《関係各局(室)区》 

(1) 救援に関する基礎的資料の準備 

（略） 

ア 物資《危機管理室》 

・ 備蓄場所、備蓄物資等 

（略） 

 (2) 県との調整《危機管理室》 

（略） 

(5) 電気通信事業者との調整《危機管理室》 

（略） 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等《危機管理室・港

湾局・交通局》 

（略） 
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第２部 

第２章 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

５ 避難施設の指定《危機管理本部》 

（略） 

(2) 避難施設の指定に当たっての留意事項  

ア 市は、原則として市立小学校、中学校、高等学校、

聾学校、看護大学及び南部防災センター等を避難所に

指定する。 

（略） 

ウ 武力攻撃事態（特にＮＢＣ攻撃）等における防御機

能（爆風等からの直接の被害を軽減するためのコンク

リート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等

の地下施設・気密性に優れ、外気との遮断が可能な建

築物）等の施設状況等の留意事項を勘案した上で、施

設の確保に努める。 

（略） 

(5) 避難施設の状況の把握 

市は、武力攻撃事態等において避難施設を円滑に使用す

ることができ、また、避難施設に住民を可能な限り受け入

れることができるよう、それぞれの施設の収容人数を把握

するなど避難施設の状況を把握するよう努める。 

 

５ 避難施設の指定《危機管理室》 

（略） 

(2) 避難施設の指定に当たっての留意事項  

ア 市は、原則として市立小学校、中学校、高等学校、

聾学校、看護短期大学及び南部防災センター等を避難 

所に指定する。 

（略） 

ウ 武力攻撃事態（特にＮＢＣ攻撃）等における防御機

能（爆風等からの直接の被害を軽減するためのコンク

リート造り等の堅ろうな建築物・機密性に優れ、外気

との遮断が可能な建築物）等の施設状況等の留意事項

を勘案した上で、施設の確保に努める。 

 

（略） 

(5) 避難施設の状況の把握 

市は、武力攻撃事態等において避難施設を円滑に使用す

ることができるよう、避難施設の状況を把握するよう努め

る。 

 

組織改正

に伴う 

変更 

 

 

 

 

県の計画

変更を受

けた変更 
等 

 

第２部 

第３章 

 

46 １ 生活関連等施設の把握と安全確保《危機管理本部・関係各局

(室)区》 

 

１ 生活関連等施設の把握と安全確保《危機管理室・関係各局

(室)区》 

 

組織改正

に伴う 

変更 
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第２部 

第３章 

 

46 (2) 生活関連等施設の安全確保措置 

（略） 

国民保護法施行令 施 設 の 種 類 

（略） 

第 28 条 

（危険物質等） 

 

１号 危険物 

２号 
毒物及び劇物（毒物及び劇物取締

法） 

３号 火薬類 

４号 高圧ガス 

５号 核燃料物質（汚染物質を含む。） 

６号 核原料物質 

７号 放射性同位元素（汚染物質を含む。） 

８号 
毒薬及び劇薬（医薬品医療機器等

法） 

９号 事業用電気工作物内の高圧ガス 

10 号 生物剤、毒素 

11 号 毒性物質 
 

(2) 生活関連等施設の安全確保措置 

（略） 

国民保護法施行令 施 設 の 種 類 

（略） 

第 28 条 

（危険物質等） 

 

１号 危険物 

２号 
毒物及び劇物（毒物及び劇物取締

法） 

３号 火薬類 

４号 高圧ガス 

５号 核燃料物質（汚染物質を含む。） 

６号 核原料物質 

７号 放射性同位元素（汚染物質を含む。） 

８号 毒薬及び劇薬（薬事法） 

９号 事業用電気工作物内の高圧ガス 

10 号 生物剤、毒素 

11 号 毒性物質 
 

法律名称

の改正に

よる変更 

第２部 

第４章 

 

48 ２ 市における備蓄《関係各局(室)区》 

（略） 

 【川崎市における主な備蓄品及び備蓄場所】     （令和５年 4月 1 日現在） 

類 目 
備 蓄 品 内 

容 

計 画 上 の 

呼 称 
備 蓄 場 所 拠点数 

食料・

生活必

需品 

アルファ米、

同（おかゆ）、

粉ミルク、毛

災害用備蓄物

資等備蓄場所 

集中備蓄倉庫（区道路

公園センター・指定さ

れた公園等）・各避難所

193 箇

所 

２ 市における備蓄《関係各局(室)区》 

（略） 

 【川崎市における主な備蓄品及び備蓄場所】     （平成 26年 10 月 1 日現在） 

類 目 
備 蓄 品 内 

容 

計 画 上 の 

呼 称 
備 蓄 場 所 拠点数 

食料・

生活必

需品 

アルファ米、

同（おかゆ）、

粉ミルク、毛

災害用備蓄物

資等備蓄場所 

集中備蓄倉庫（区道路

公園センター・指定さ

れた公園等）・各避難所

193 箇

所 

時点修正 
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布、トイレッ

トペーパー、

紙おむつ、生

理用品等 

（市立小・中学校等） 

飲料水  
災害時応急給

水拠点 
各区に 27～56 箇所 

285 箇

所 

医薬品  
医薬品等備蓄

場所 

市内調剤薬局・市立病

院・各区地域みまもり

支援センター等に備蓄

し、医療救護所におい

て使用 

78 箇所 

 

布、トイレッ

トペーパー、

紙おむつ、生

理用品等 

（市立小・中学校等） 

飲料水  
災害時応急給

水拠点 
各区に 11～32 箇所 

139 箇

所 

医薬品  
医薬品等備蓄

場所 

健康福祉局が備蓄し、

市立病院・区保健福祉

センター・地区健康福

祉ステーション等の医

療救護所において使用 

19 箇所 

 

第２部 

第５章 

 

50 

 

第５章 国民保護に関する啓発《危機管理本部》 

（略） 

２ 武力攻撃事態等において市民がとるべき行動等に関する啓

発《危機管理本部・消防局》 

(1) 発見者の通報の義務等 

市は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に

対する通報義務（法第98条 ※注1）、不審物等を発見した

場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活

用して市民への周知を図る。 

また、市は、弾道ミサイル落下時を含む武力攻撃事態や

地域においてテロが発生した場合等において、市民が適切

な行動をとることができるよう、国（内閣官房、消防庁等）

が作成する各種資料や防災に関する行動マニュアルなど

も活用しながら、全国瞬時警報システム（J－ALERT）によ

第５章 国民保護に関する啓発《危機管理室》 

（略） 

２ 武力攻撃事態等において市民がとるべき行動等に関する啓

発《危機管理室・消防局》 

(1) 発見者の通報の義務等 

市は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等に

対する通報義務（法第98条 ※注1）、不審物等を発見した

場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活

用して市民への周知を図る。 

また、市は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテ

ロが発生した場合などに市民がとるべき対処についても、

国が作成する各種資料を防災に関する行動マニュアルな

ども活用しながら、市民に対し周知するよう努める。 

 

組織改正

に伴う 

変更 

 

 

 

 

 

 

県計画の

変更に 

伴う変更 
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る情報伝達及び弾道ミサイル落下時を含め住民がとるべ

き行動について平素から市民に対し周知するよう努める。 

 

第３部 

第１章 

 

52 

 

 

53 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置《危機管理本

部》 

（略） 

(3) 市警戒体制 

各局(室)区長は、市職員及び市民からの連絡その他の情

報により、危機事象の発生（兆候等を含む。）を把握した

場合は、直ちにその旨を危機管理監宛てに報告する。 

危機管理本部は、危機事象について、情報等の収集や

分析に努めた結果、災害につながる予兆を捉えた場合に

は、室内の体制を強化した「市警戒体制」により初動体制

を強化し、関係機関との情報共有化を図る。 

危機管理監は直ちに危機管理担当副市長及び市長に報告

し、対処についての指示、命令を受ける。 

(4) 市警戒本部体制 

情報収集の結果、武力攻撃災害の発生を推認又は予測し

うる情報を把握した場合、市（危機管理本部）は、速やかに

県及び県警察に連絡を行い、情報の共有化を図る。 

市警戒本部は、市域で災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、国の事態認定の有無にかかわらず、本

市に対し市対策本部の設置の指示がない場合において設置

するものとし、災害の発生・拡大を警戒するとともに、情報

収集と伝達、応急対策活動などを行う。 

危機管理監は、危機管理担当副市長及び市長に事態の状

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置《危機管理

室》 

（略） 

(3) 市警戒体制 

各局(室)区長は、市職員及び市民からの連絡その他の情

報により、危機事象の発生（兆候等を含む。）を把握した場

合は、直ちにその旨を総務局危機管理室長あてに報告する。 

総務局危機管理室は、危機事象について、情報等の収集

や分析に努めた結果、災害につながる予兆を捉えた場合に

は、室内の体制を強化した「市警戒体制」により初動体制

を強化し、関係機関との情報共有化を図る。 

総務局危機管理室長は直ちに危機管理担当副市長及び市

長に報告し、対処についての指示、命令を受ける。 

(4) 市警戒本部体制 

情報収集の結果、武力攻撃災害の発生を推認又は予測しう

る情報を把握した場合、市（総務局危機管理室）は、速やか

に県及び県警察に連絡を行い、情報の共有化を図る。 

市警戒本部は、市域で災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、国の事態認定の有無にかかわらず、本

市に対し市対策本部の設置の指示がない場合において設置

するものとし、災害の発生・拡大を警戒するとともに、情報

収集と伝達、応急対策活動などを行う。 

総務局危機管理室長は、危機管理担当副市長及び市長に事

組織改正

に伴う 

変更 
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況等を報告し、対処についての指示、命令を受ける。 

（略） 

(5) 市警戒本部の構成等 

ア 市警戒本部長等 

市警戒本部長は、危機管理担当副市長をもって充て、副

本部長には危機管理監をもって充てる。 

名  称 代 替 職 員 

市警戒本部長（危機管理

担当副市長） 
その他の副市長 

市警戒副本部長（危機管

理監） 

本部を構成する局の局長の中か

ら市警戒本部長が指名した者 

本部員 
各局（室）区においてあらかじめ

定めた職員 

イ 市警戒本部長等の代替職員については、次のとおりとす

る。 

（略） 

オ 事務局 

市警戒本部には事務局を置き、危機管理本部がその任

に当たる。事務局長は危機管理監をもって充てる。 

 

態の状況等を報告し、対処についての指示、命令を受ける。 

（略） 

(5) 市警戒本部の構成等 

ア 市警戒本部長等 

市警戒本部長は、危機管理担当副市長をもって充て、副

本部長には総務局長をもって充てる。 

イ 市警戒本部長等の代替職員については、次のとおりとす

る。 

名  称 代 替 職 員 

市警戒本部長（危機管理

担当副市長） 
その他の副市長 

市警戒副本部長（総務局

長） 

本部を構成する局の局長の中か

ら市警戒本部長が指名した者 

本部員 
各局（室）区においてあらかじめ

定めた職員 

（略） 

オ 事務局 

市警戒本部には事務局を置き、危機管理室がその任に

当たる。事務局長は危機管理室長をもって充てる。 
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第３部 

第１章 

55 

 
 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第１章 

56 【事態の状況に応じた初動体制】 

【職員参集基準】 

【事態の状況に応じた初動体制】 

【職員参集基準】 

組織改正

に伴う 

変更 
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事 態

の 

状況 

発 令 基 準 動員体制 動員種別 

事 

態 

認 

定 

前 

・市として、武力攻撃

等に関する情報収

集等の対応が必要

な場合 

市国民保護計

画に基づく警

戒体制（市警

戒体制） 

市地域防災計

画等に 

基づく警戒体

制 

危機管理 

本部 

(略) 

事 

態 

認 

定 

後 

・市対策

本 部 設

置 の 通

知 が な

い場合 

・ 市 と し

て、武力

攻 撃 等

に 関 す

る 情 報

収 集 等

の 対 応

が 必 要

な場合 

市警戒体制 

○ 市地域防災計画等に基

づく警戒体制を設置してい

た場合は、国の事態認定が

行われた時点で、市国民保

護計画に基づく市警戒体制

又は市警戒本部体制に移行 

危機管理 

本部 

(略) 

 

事 態

の 

状況 

発 令 基 準 動員体制 動員種別 

事 

態 

認 

定 

前 

・市として、武力攻撃

等に関する情報収

集等の対応が必要

な場合 

市国民保護計

画に基づく警

戒体制（市警

戒体制） 

市地域防災計

画等に 

基づく警戒体

制 

総務局 

危機管理室 

(略) 

事 

態 

認 

定 

後 

・市対策

本 部 設

置 の 通

知 が な

い場合 

・ 市 と し

て、武力

攻 撃 等

に 関 す

る 情 報

収 集 等

の 対 応

が 必 要

な場合 

市警戒体制 

○ 市地域防災計画等に基

づく警戒体制を設置してい

た場合は、国の事態認定が

行われた時点で、市国民保

護計画に基づく市警戒体制

又は市警戒本部体制に移行 

総務局 

危機管理室 

(略) 

 

第３部 

第１章 

57 【川崎市国民保護計画動員基準】 

a 各部 

部 名 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 

財政・経済労働・臨海部国際戦略 

会計・交通・病院・教育・議会 

第１応援部（市民オンブズマン事

務局） 

第２応援部（選挙管理委員会事

務局） 

第３応援部（監査事務局） 

 

連絡員 5～10% 10～50% 100% 

【川崎市国民保護計画動員基準】 

a 各部 

部 名 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 

総合企画・財政・経済労働 

会計・交通・病院・教育 

第１応援部（市民オンブズマン事

務局） 

第２応援部（選挙管理委員会事

務局） 

第３応援部（監査事務局） 

 

連絡員 5～10% 10～50% 100% 

組織改正

に伴う 

変更 
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第４応援部（人事委員会事務局） 

総務企画・市民文化・環境・健

康福祉・こども未来・港湾・上

下水道 

連絡員 5～10% 10～20% 20～50% 100% 

まちづくり・建設緑政 連絡員 5～20% 20～40% 40～50% 100% 

消防 特別警防体制に必要な人員 100% 

 

第４応援部（人事委員会事務局） 

第５応援部（議会局） 

総務・市民・こども・環境・健

康福祉・港湾・上下水道 

連絡員 5～10% 10～20% 20～50% 100% 

まちづくり・建設緑政 連絡員 5～20% 20～40% 40～50% 100% 

消防 特別警防体制に必要な人員 100% 

 

第３部 

第２章 

 

59 

 

第２章 市国民保護対策本部の設置等《危機管理本部》 

（略） 

１ 市対策本部の設置《危機管理本部》 

（略） 

エ 市対策本部の開設 

市対策本部事務局は、市役所本庁舎高層棟 6 階「防災セ

ンター」に市対策本部を開設するとともに、市対策本部に

必要な各種通信システムの起動、資器材の配置等必要な準

備を開始する（特に、関係機関が相互に電話、ＦＡＸ、電

子メール等を用いることにより、通信手段の状態を確認す

る。）。 

第２章 市国民保護対策本部の設置等《危機管理室》 

（略） 

１ 市対策本部の設置《危機管理室》 

（略） 

エ 市対策本部の開設 

市対策本部事務局は、市役所第 3庁舎 7階「防災センタ

ー」に市対策本部を開設するとともに、市対策本部に必要

な各種通信システムの起動、資器材の配置等必要な準備を

開始する（特に、関係機関が相互に電話、ＦＡＸ、電子メ

ール等を用いることにより、通信手段の状態を確認す

る。）。 

組織改正

に伴う 

変更 

 

 

本庁舎建

替に伴う

変更 

第３部 

第２章 

60 (3) 市対策本部の組織構成及び機能 

（略） 

ウ 市対策本部事務局〔63 頁【市対策本部事務局】参照〕 

    市対策本部の活動を迅速かつ的確に行うため、市対策

(3) 市対策本部の組織構成及び機能 

（略） 

ウ 市対策本部事務局〔63 頁【市対策本部事務局】参照〕 

  市対策本部の活動を迅速かつ的確に行うため、市対策

組織改正

に伴う 

変更 
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本部に市対策本部事務局を設置する。市対策本部事務局

は、危機管理本部の職員を中心に指定された各部局の職

員をもって充てる。事務局長は危機管理監をもって充て

る。 

 

本部に市対策本部事務局を設置する。市対策本部事務局

は、総務局危機管理室の職員を中心に指定された各部局

の職員をもって充てる。事務局長は危機管理室長をもっ

て充てる。 
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第３部 

第２章 

61 

  

組織改正

に伴う 

変更 
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第３部 

第２章 

62 【各部の分掌事務】 「災害対策本部規程」を準用する。 

部（局）名 武力攻撃事態における主な業務 

総務企画部 

(総務企画局) 

・災害復興計画に係る総合調整 

・災害関連情報の広報 

財政部 

(財政局) 

・災害対策予算の総合調整  ・災害時契約手続き 

・災害に伴う市税等の減免 

市民文化部 

(市民文化局) 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

・ボランティアとの協力 

経済労働部 

(経済労働局) 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

・食料、生活関連物資の調達 

環境部 

(環境局) 

・一般ごみ、災害廃棄物の処理 

・災害用トイレの設置・維持管理・撤去 

健康福祉部 

(健康福祉局) 

・医療の提供及び助産  ・埋葬、火葬等   

・要援護者避難支援 

・被災者の生活支援に係る援護対策  ・衛生管理 

こども未来部 

(こども未来局) 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

・入所、通所者の安全確保 

まちづくり部 

(まちづくり局) 

・応急仮設住宅の供与  ・管理施設の安全確保 

・市公共建築物に係る応急対策 ・復興計画の策定 

建設緑政部 

(建設緑政局) 

・避難路に関する総合調整   

・道路の啓開に関する総合調整 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

港湾部 

(港湾局) 

・港湾施設を活用した住民の避難及び運送措置   

・救援物資の受け入れ（川崎港利用）  

・港湾施設の応急対策 

臨海部国際戦略部 

(臨海部国際戦略本部) 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

 

会計部 

(会計室) 

・義援金の保管、管理   

・現金及び物品の出納・保管事務 

・他部に対する応援 

上下水道部 ・避難住民救援措置（水の供給等）   

【各部の分掌事務】 「災害対策本部規程」を準用する 

部（局）名 武力攻撃事態における主な業務 

総務部 

(総務局) 

・国民保護対策本部等の設置・運営 

・本部・区本部、その他関係機関との連絡調整  

・災害復興 

総合企画部 

(総合企画局) 

・復興計画に係る総合調整 

財政部 

(財政局) 

・災害対策予算の総合調整  ・災害時契約手続き 

・災害に伴う市税等の減免 

市民部 

(市民・こども局) 

・災害関連情報の広報 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

こども部 

（市民・こども局こども本

部） 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

・入所、通所者の安全確保 

経済労働部 

(経済労働局) 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

・食料、生活関連物資の調達 

環境部 

(環境局) 

・一般ごみ、災害廃棄物の処理 

・災害用トイレの設置・維持管理・撤去 

健康福祉部 

(健康福祉局) 

・医療の提供及び助産  ・埋葬、火葬等   

・要援護者避難支援 

・被災者の生活支援に係る救護対策  ・衛生管理 

まちづくり部 

(まちづくり局) 

・応急仮設住宅の供与  ・管理施設の安全確保 

・市公共建築物に係る応急対策 ・復興計画の策定 

建設緑政部 

(建設緑政局) 

・避難路に関する総合調整   

・道路の啓開に関する総合調整 

・所管施設利用者への警報の内容の伝達 

港湾部 

(港湾局) 

・港湾施設を活用した住民の避難及び運送措置   

・救援物資の受け入れ（川崎港利用）  

・港湾施設の応急対策 

会計部 

(会計室) 

・義援金の保管、管理   

・現金及び物品の出納・保管事務 

組織改正

に伴う 

変更 
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(上下水道局) ・下水道施設の応急対策 

・国民生活安定措置（生活基盤等の確保） 

交通部 

(交通局) 

・住民避難措置（市バスによる避難住民の運送措置等） 

・国民生活安定措置（生活基盤等の確保） 

病院部 

(病院局) 

・市立病院における医療、救護   

・医療救護班の派遣協力 

・医療の提供及び助産等 

消防部 

(消防局) 

[消防指揮本部] 

・消防ヘリ等を利用した住民への警報内容伝達 

・避難誘導  ・被災者救出活動 

・武力攻撃災害への対処 

教育部 

(教育委員会事務局) 

・市立学校への警報内容伝達 児童生徒の安全確保と安

否情報 

・文化財の保護  ・避難所となる学校との連絡調整 

第１応援部 

(市民ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ事務

局) 

・他部に対する応援 

第２応援部 

(選挙管理委員会事務

局) 

・他部に対する応援 

第３応援部 

(監査事務局) 

・他部に対する応援 

第４応援部 

(人事委員会事務局) 

・他部に対する応援 

議会部 

(議会局) 

・他部に対する応援 

区本部・区本部会議 

 

・民間医療機関への警報内容伝達 

・避難所における救援措置 

・安否情報に関すること ・警報の内容の伝達 

・その他国民保護措置に関すること 

市対策本部事務局 ・ 市が行う国民保護措置に関する総合調整 

・ 市対策本部会議の設営及び運営に関すること 

・ 各種情報の収集及び伝達に関すること 

・他部に対する応援 

上下水道部 

(上下水道局) 

・避難住民救援措置（水の供給等）   

・下水道施設の応急対策 

・国民生活安定措置（生活基盤等の確保） 

交通部 

(交通局) 

・住民避難措置（市バスによる避難住民の運送措置等） 

・国民生活安定措置（生活基盤等の確保） 

病院部 

(病院局) 

・市立病院における医療、救護   

・医療救護班の派遣協力 

・医療の提供及び助産等 

消防部 

(消防局) 

[消防指揮本部] 

・消防ヘリ等を利用した住民への警報内容伝達 

・避難誘導  ・被災者救出活動 

・武力攻撃災害への対処 

教育部 

(教育委員会事務局) 

・市立学校への警報内容伝達 児童生徒の安全確保と安

否情報 

・文化財の保護  ・避難所となる学校との連絡調整 

第１応援部 

(市民ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝ事務

局) 

・他部に対する応援 

第２応援部 

(選挙管理委員会事務

局) 

・他部に対する応援 

第３応援部 

(監査事務局) 

・他部に対する応援 

第４応援部 

(人事委員会事務局) 

・他部に対する応援 

第５応援部 

(議会局) 

・他部に対する応援 

区本部・区本部会議 

 

・民間医療機関への警報内容伝達 

・避難所における救援措置 

・安否情報に関すること ・警報の内容の伝達 

・その他国民保護措置に関すること 
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・ 本部司令（市対策本部長及び市対策本部会議の決定

事項）の伝達に関すること 

・ 神奈川県、その他関係機関との情報受伝達及び各種

報告に関すること 

・ 自衛隊等の応援要請及び受入に関すること 

・ 各部・区本部との連絡調整に関すること 

・ 防災行政無線の統制に関すること 

・ 備蓄物資の活用にかかる総合調整に関すること 

・ 災害復興に関すること 

・ その他国民保護措置に関すること 

 

 

市対策本部事務局 ・ 市が行う国民保護措置に関する総合調整 

・ 市対策本部会議の設営及び運営に関すること 

・ 各種情報の収集及び伝達に関すること 

・ 本部司令（市対策本部長及び市対策本部会議の決定

事項）の伝達に関すること 

・ 神奈川県、その他関係機関との情報受伝達及び各種

報告に関すること 

・ 自衛隊等の応援要請及び受入に関すること 

・ 各部・区本部との連絡調整に関すること 

・ 防災行政無線の統制に関すること 

・ 備蓄物資の活用にかかる総合調整に関すること 

・ 災害復興に関すること 

・ その他国民保護措置に関すること 
 

第３部 

第２章 

63 (4) 市対策本部における広報等《危機管理本部・総務企画局・消

防局・各区役所》 

（略） 

 イ 広報の活用 

（略） 

(ｴ) 電子メール・インターネット等の活用 

    市民向け電子メール配信サービス「メールニュースか

わさき」、川崎市ホームページ、川崎市防災ポータルサイ

ト、かわさき防災アプリ、緊急速報メール、ＳＮＳ、Ｌ

アラート（公共情報コモンズ）等を活用し、情報提供を

行う。 

（略） 

ウ 報道機関への情報提供《総務企画局》 

（略）  

オ 広聴の実施《総務企画局》 

（略） 

(4) 市対策本部における広報等《危機管理室・総務局・市民・こ

ども局・消防局・各区役所》 

（略） 

 イ 広報の活用 

（略） 

(ｴ) 電子メール・インターネット等の活用 

    市民向け電子メール配信サービス「メールニュースか

わさき」、インターネットサイト川崎市ホームページ、モ

バイル川崎防災情報ポータルサイト、緊急速報メール、

Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｌアラート（公共情報コモンズ）等を

活用し、情報提供を行う。 

（略） 

ウ 報道機関への情報提供《総務局》 

（略） 

オ 広聴の実施《総務局》 

（略） 

組織改正

に伴う 

変更 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

組織改正

に伴う 

変更 
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 (ｱ) 実施体制 

・ 平常時の広聴機能に加え、被災者の要望等を把握する

ため、必要に応じて被災地の公共施設や避難所に、臨時

相談所を設置する。 

・ 相談業務の担当は、総務企画部及び区本部において所

管する。 

 

(ｱ) 実施体制 

・ 平常時の広聴機能に加え、被災者の要望等を把握するた

め、必要に応じて被災地の公共施設や避難所に、臨時相

談所を設置する。 

・ 相談業務の担当は、総務部及び区本部において所管する。 

 

 

第３部 

第２章 

67 ２ 通信の確保《危機管理本部・独自の通信網を持つ局》 ２ 通信の確保《危機管理室・独自の通信網を持つ局》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第３章 

69 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

１ 国・県の対策本部との連携《危機管理本部》 

（略） 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措

置要請等《危機管理本部》 

（略） 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等《危機管理本部》 

（略） 

４ 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託《危機管

理本部》 

（略） 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請《危機管理本

部》 

（略） 

６ 市の行う応援等《危機管理本部・関係各局(室)区》 

（略） 

７ ボランティア団体等に対する支援等 

１ 国・県の対策本部との連携《危機管理室》 

（略） 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措

置要請等《危機管理室》 

（略） 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等《危機管理室》 

（略） 

４ 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託《危機管

理室》 

（略） 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請《危機管理室》 

（略） 

 

６ 市の行う応援等《危機管理室・関係各局(室)区》 

（略） 

７ ボランティア団体等に対する支援等 

組織改正

に伴う 

変更 
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《危機管理本部・市民文化局・健康福祉局・まちづくり局・消

防局・各区役所》 

 

《危機管理室・市民・こども局・健康福祉局・まちづくり局・

消防局・各区役所》 

 

第３部 

第４章 

第１ 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

第１ 警報の伝達等 

《危機管理本部・総務企画局・市民文化局・こども未来局・

健康福祉局・消防局・各区役所》 

（略） 

１ 警報の内容の伝達等《危機管理本部》 

（略） 

(2) 警報の内容の通知 

（略） 

イ  市は、警報が発令された旨の報道発表については速

やかに行うとともに、川崎市ホームページや川崎市防

災ポータルサイトに警報の内容を掲載する。 

（略） 

２ 警報の内容の伝達方法 

《危機管理本部・総務企画局・市民文化局・こども未来

局・健康福祉局・消防局・各区役所》 

（略） 

３ 緊急通報の伝達及び通知 

《危機管理本部・総務企画局・市民文化局・こども未来局・

健康福祉局・消防局・各区役所》 

 

第１ 警報の伝達等 

《危機管理室・総務局・市民・こども局・健康福祉局・消防局・

各区役所》 

（略） 

１ 警報の内容の伝達等《危機管理室》 

（略） 

(2) 警報の内容の通知 

（略） 

イ  市は、警報が発令された旨の報道発表については速

やかに行うとともに、市のホームページや防災情報ポ

ータルサイトに警報の内容を掲載する。 

（略） 

２ 警報の内容の伝達方法 

《危機管理室・総務局・市民・こども局・健康福祉局・消防

局・各区役所》 

（略） 

３ 緊急通報の伝達及び通知 

《危機管理室・総務局・市民・こども局・健康福祉局・消防

局・各区役所》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

 

 

 

 

 

時点修正 
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第３部 

第４章 

第２ 

75 

 

76 

 

79 

 

81 

 

82 

 

82 

１ 避難の指示の通知・伝達《危機管理本部》 

（略） 

２ 避難実施要領の策定《危機管理本部・各区役所》 

（略） 

３ 避難住民の誘導 《危機管理本部・関係各局(室)区》  

（略） 

(6) 高齢者、障害者等への配慮《健康福祉局・危機管理本部》

（略） 

(14) 混乱防止対策《危機管理本部》 

（略） 

４ 他の市町村からの避難住民の受け入れ  

《危機管理本部・関係各局(室)区》 

 

１ 避難の指示の通知・伝達《危機管理室》 

（略） 

２ 避難実施要領の策定《危機管理室・各区役所》 

（略） 

３ 避難住民の誘導 《危機管理室・関係各局(室)区》  

（略） 

(6) 高齢者、障害者等への配慮《健康福祉局・危機管理室》 

（略） 

(14) 混乱防止対策《危機管理室》 

（略） 

４ 他の市町村からの避難住民の受け入れ  

《危機管理室・関係各局(室)区》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

 

第３部 

第５章 

 

87 ２ 関係機関との連携《危機管理本部》 

（略） 

 (2) 日本赤十字社への委託《危機管理本部・健康福祉局》 

２ 関係機関との連携《危機管理室》 

（略） 

(2) 日本赤十字社への委託《危機管理室・健康福祉局》 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第５章 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 救援の内容《関係各局(室)区》 

（略） 

(1) 避難所の供与《各区役所》 

市は、避難住民又は武力攻撃災害により現に被害を受

け、若しくは受けるおそれのある者（以下「避難住民等」

という。）を収容するため、原則として市立小・中学校並び

に高等学校、聾学校、看護大学及び南部防災センター等に

避難所を開設し、避難住民等に供与する。 

（略） 

３ 救援の内容《関係各局(室)区》 

（略） 

(1) 避難所の供与《各区役所》 

 市は、避難住民又は武力攻撃災害により現に被害を受

け、若しくは受けるおそれのある者（以下「避難住民等」

という。）を収容するため、原則として市立小・中学校並び

に高等学校、聾学校、看護短期大学及び南部防災センター 

等に避難所を開設し、避難住民等に供与する。 

（略） 

組織改正

に伴う 
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89 

 

 

 

 

 

 

 

90 

(3) 飲料水の供給及び食料の供給 

ア 飲料水の供給活動 《上下水道局、関係各局（室）区》 

(ｲ) 応急給水計画 

・ 区長は、災害が発生し、市民に応急給水を実施する必

要を認めた場合、速やかに上下水道局経営戦略・危機管

理室を介して上下水道事業管理者に給水の実施を要請

する。 

（略） 

(ｳ) 応急給水方法 

（略） 

・ 給水の方法としては、管路の空気弁又は消火栓を利用

して、半径 750m 以内に１箇所の割合で応急給水拠点を

開設し、拠点給水を行うものとする。なお、万一拠点給

水の実施が不可能な場合又は給水拠点まで受水に来る

ことができない災害時要援護者や病院等については、可

能な限り、給水車並びに給水資器材を用いて、市所有車

両、危機管理本部が調達した車両等により輸送し、供給

するものとする。 

 

(3) 飲料水の供給及び食料の供給 

ア 飲料水の供給活動 《上下水道局、関係各局（室）区》 

(ｲ) 応急給水計画 

・ 区長は、災害が発生し、市民に応急給水を実施する必

要を認めた場合、速やかに上下水道局庶務課を介して上

下水道事業管理者に給水の実施を要請する。 

 

（略） 

(ｳ) 応急給水方法 

（略） 

・ 給水の方法としては、管路の空気弁又は消火栓を利用

して、半径 750m 以内に１箇所の割合で応急給水拠点を

開設し、拠点給水を行うものとする。なお、万一拠点給

水の実施が不可能な場合又は給水拠点まで受水に来る

ことができない災害時要援護者や病院等については、可

能な限り、給水車並びに給水資器材を用いて、市所有車

両、総務局長が調達した車両等により輸送し、供給する

ものとする。 

 

第３部 

第５章 

 

91 (ｳ) 食料の調達方法及び手続き 

 （略） 

  また、市長は、主な協定締結先による支援をもってして

もなお、食料の調達が困難な場合は、農林水産省に対する

政府所有米穀等の供給の依頼及び、知事に対し、防衛大臣

に対する自衛隊の部隊等の派遣による炊飯等の要請を行

うよう求める。 

(ｳ) 食料の調達方法及び手続き 

 （略） 

  また、市長は、主な協定締結先による支援をもってして

もなお、食料の調達が困難な場合は、農林水産省に対する

政府所有米穀等の販売の依頼及び、知事に対し、防衛大臣

に対する自衛隊の部隊等の派遣による炊飯等の要請を行

うよう求める。 

県計画と

の整合 
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第３部 

第５章 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

(5) 医療の提供及び助産 《健康福祉局・病院局》 

（略） 

イ 医療機関による医療救護活動 

(ｱ) 地域みまもり支援センターの役割 

市対策本部又は区本部は、医療の提供及び助産の必要を

認めたとき、地域みまもり支援センターに医療救護所を設

置し、武力攻撃事態等の発生時における医療救護活動を行

うとともに、復旧に至るまで医療・被災者・生活関連情報

の収集、提供等を行う。 

また、地域みまもり支援センターは、武力攻撃事態等の

発生時における市民の健康の確保のため、被災地の保健医

療対策、災害時要援護者対策、防疫対策及び環境・食品衛

生対策等を実施する。 

（略） 

ウ 医療救護所の設置等 

(ｱ) 医療救護所の設置 

市は、医療救護活動の展開を図るに当たり、次のうちか

ら適切な場所を選定し、医療救護所を設置する。なお、医

療救護所の設置に当たっては、被災地における医療施設の

稼働状況や復旧状況を勘案する。 

・ 地域みまもり支援センター 

（略） 

(ｲ) 医療救護班の編成 

区本部保健衛生・福祉班（班の編成については、川崎市

災害対策本部規定に準ずる。）、川崎市医師会等は、被災現

地等における傷病者の応急医療救護を行うため、次により

(5) 医療の提供及び助産 《健康福祉局・病院局》 

（略） 

イ 医療機関による医療救護活動 

(ｱ) 保健福祉センターの役割 

市対策本部又は区本部は、医療の提供及び助産の必要を

認めたとき、保健福祉センターに医療救護所を設置し、武力

攻撃事態等の発生時における医療救護活動を行うととも

に、復旧に至るまで医療・被災者・生活関連情報の収集、提

供等を行う。 

また、保健福祉センターは、武力攻撃事態等の発生時にお

ける市民の健康の確保のため、被災地の保健医療対策、災害

時要援護者対策、防疫対策及び環境・食品衛生対策等を実施

する。 

（略） 

ウ 医療救護所の設置等 

(ｱ) 医療救護所の設置 

市は、医療救護活動の展開を図るに当たり、次のうちか

ら適切な場所を選定し、医療救護所を設置する。なお、医

療救護所の設置に当たっては、被災地における医療施設の

稼働状況や復旧状況を勘案する。 

・ 保健福祉センター 

（略） 

(ｲ) 医療救護班の編成 

区本部医療救護班（班の編成については、川崎市災害対

策本部規定に準ずる。）、川崎市医師会等は、被災現地等に

おける傷病者の応急医療救護を行うため、次により医療救

組織改正

に伴う 

変更 
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医療救護班を編成し、主に軽傷者の医療に当たる。 

（略） 

ａ 区本部医療救護班 

区本部保健衛生・福祉班は、武力攻撃災害の規模等に

応じて医師、医療従事者及び事務職等により、医療救護

班を編成するとともに、川崎市医師会等の医療救護班と

の連絡調整体制を確立する。 

 

護班を編成し、主に軽傷者の医療に当たる。 

（略） 

ａ 区本部医療救護班 

区本部医療救護班は、武力攻撃災害の規模等に応じて

医師、医療従事者及び事務職等により、医療救護班を編

成するとともに、川崎市医師会等の医療救護班との連絡

調整体制を確立する。 

 

第３部 

第５章 

 

96 

 

(7) 遺体の捜索、収容及び処理 《健康福祉局・各区役所》 

（略） 

・ 遺体安置所の設置場所 

 市は、次の表のとおり遺体安置所を設置する。 

名 称 所 在 地 

川崎市スポーツ・文化総合

センター 

川崎区富士見１－１－４ 

（略） 

（削除） 

 

 

(7) 遺体の捜索、収容及び処理 《健康福祉局》 

（略） 

・ 遺体安置所の設置場所 

 市は、次の表のとおり遺体安置所を設置する。 

名 称 所 在 地 

川崎市体育館※ 川崎区富士見１－１－４ 

 

（略） 

※ 平成２６年１２月から平成２９年１０月（予定）まで再整

備で使用不可のため、かわさき健康づくりセンター（川崎区

渡田新町３－２－１）を代替施設とする。 

 

組織改正
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第３部 

第５章 

 

99 

 

４ 医療活動を実施する際に特に留意すべき事項 《危機管理本

部・健康福祉局・病院局・消防局・各区役所》 

（略） 

 

(1) 核攻撃等又は武力攻撃原子力災害の場合の医療活動  

ア 救護班を編成し、被ばく医療活動を行う場合、国等の

支援、指導の下に、被ばく線量計による管理を行うなど

の防護措置を講ずる。 

 

４ 医療活動を実施する際に特に留意すべき事項 《危機管理

室・健康福祉局・病院局・消防局・各区役所》 

（略） 

 

(1) 核攻撃等又は武力攻撃原子力災害の場合の医療活動  

ア 救護班を編成し、緊急被ばく医療活動を行う場合、国

等の支援、指導の下に、被ばく線量計による管理を行う

などの防護措置を講ずる。 

 

組織改正
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時点修正 
 

第３部 

第５章 

 

99 

 

５ 救援の際の物資の売渡し要請等 

《危機管理本部・経済労働局・健康福祉局・まちづくり局・病院

局・各区役所ほか》 

 

５ 救援の際の物資の売渡し要請等 

《危機管理室・経済労働局・健康福祉局・まちづくり局・病院局・

各区役所ほか》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第６章 

 

101 第６章 安否情報の収集・提供                          

《危機管理本部・総務企画局・健康福祉局・教育委員会・各区役所

など》 

 

第６章 安否情報の収集・提供                          

《危機管理室・市民・こども局・健康福祉局・教育委員会・各区役

所など》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第７章 

第１ 

104 第１ 武力攻撃災害への対処《危機管理本部・関係各局(室)区》 

 

第１ 武力攻撃災害への対処《危機管理室・関係各局(室)区》 

 

組織改正

に伴う 

変更 
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第３部 

第７章 

第２ 

105 

 

106 

 

 

108 

１ 退避の指示《危機管理本部・関係各局(室)区》 

（略） 

２ 警戒区域の設定《危機管理本部・総務企画局・消防局・各区

役所》 

（略） 

４ 消防に関する措置等《危機管理本部・消防局・健康福祉局・

病院局・ほか関係各局(室)区》 

１ 退避の指示《危機管理室・関係各局(室)区》 

（略） 

２ 警戒区域の設定《危機管理室・総務局・市民・こども局・消

防局・各区役所》 

（略） 

４ 消防に関する措置等《危機管理室・消防局・健康福祉局・病

院局・ほか関係各局(室)区》 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第７章 

第３ 

109 

 

 

110 

 

 

111 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等《危機管理本部・

消防局・ほか関係各局(室)区》 

（略） 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除《危機管

理本部》 

（略） 

３ 石油コンビナート等に係る武力攻撃災害の発生防止《危

機管理本部 

 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等《危機管理室・

消防局・ほか関係各局(室)区》 

（略） 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除《危機管

理室》 

（略） 

３ 石油コンビナート等に係る武力攻撃災害の発生防止《危

機管理室》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第７章 

第４ 

111 第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対

処等 

《危機管理本部・消防局・関係各局(室)区(健康福祉局・病院局

ほか)》 

 

第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対

処等 

《危機管理室・消防局・関係各局(室)区(健康福祉局・病院局ほ

か)》 

 

組織改正

に伴う 

変更 
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第３部 

第７章 

第４ 

114 ２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処《危機管理本部・消防局・関

係各局(室)区(健康福祉局・病院局ほか)》 

 

 

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処《危機管理室・消防局・関係各

局(室)区(健康福祉局・病院局ほか)》 

 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第８章 

 

117 第８章 被災情報の収集及び報告《危機管理本部・消防局》 

 

第８章 被災情報の収集及び報告《危機管理室・消防局》 

 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第３部 

第９章 

 

118 
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１ 保健衛生の確保 

（略） 

(2) 防疫対策 

（略） 

ア 活動体制 

（略） 

・ 患者及び保菌者を早期発見、入院勧告を行った場合

の患者搬送に係る保健医療調整本部への依頼、流行を

防止するための調査の実施 

（略） 

(6) 保健医療対策 

ア 健康管理・健康相談 

 市は、衛生状態の悪化による感染性疾患の蔓延や栄養

不良、蓄積するストレスやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレ

ス障害）等を軽減させるために、次により各区地域みま

もり支援センターの医師、医療従事者等を中心とした支

援を行う。 

 

１ 保健衛生の確保 

（略） 

(2) 防疫対策 

（略） 

ア 活動体制 

（略） 

・ 患者及び保菌者を早期発見、入院勧告を行った場合

の患者搬送に係る健康安全室への依頼、流行を防止す

るための調査の実施 

（略） 

(6) 保健医療対策 

ア 健康管理・健康相談 

 市は、衛生状態の悪化による感染性疾患の蔓延や栄養

不良、蓄積するストレスやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレ

ス障害）等を軽減させるために、次により各保健福祉セ

ンターの医師、医療従事者等を中心とした支援を行う。 

 

組織改正

に伴う 

変更 
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第３部 

第 11 章 

 

125 ４ 特殊標章等の交付及び管理《危機管理本部・消防局・各区役

所》 

（略） 

５ 特殊標章等に係る普及啓発《危機管理本部・健康福祉局・消

防局・各区役所》 

 

４ 特殊標章等の交付及び管理《危機管理室・消防局・各区役所》 

 

（略） 

５ 特殊標章等に係る普及啓発《危機管理室・健康福祉局・消防

局・各区役所》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第４部

第１章 

126 １ 基本的考え方《危機管理本部》 

 

１ 基本的考え方《危機管理室》 

 

組織改正

に伴う 

変更 

第６部 

用語集 

130 ○ ＬＧＷＡＮ（エルジーワン Local Government WAN） 

  地方自治体のコンピューターネットワークを相互接続し

た広域ネットワーク。都道府県、市区町村の庁内ネットワ

ークが接続されており、中央省庁の相互接続ネットワーク

である政府共通ネットワークにも接続されている。 

 

○ ＬＧＷＡＮ（エルジーワン Local Government WAN） 

  地方自治体のコンピューターネットワークを相互接続し

た広域ネットワーク。都道府県、市区町村の庁内ネットワ

ークが接続されており、中央省庁の相互接続ネットワーク

である霞ヶ関ＷＡＮにも接続されている。 

 

時点修正 

第６部 

用語集 

133 ○ 指定行政機関 

  武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及

び国民の安全の確保に関する法律施行令で定められた次の

機関 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総

務省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税

庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、

水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、原子

力規制委員会、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、

海上保安庁、環境省及び防衛省 

○ 指定行政機関 

  武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及

び国民の安全の確保に関する法律施行令で定められた次の

機関 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総

務省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税

庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、

水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、原子

力安全・保安院、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、

海上保安庁、環境省及び防衛省 

時点修正 


